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わが国会計実務についての史的考察

松尾俊彦ホ

Historical studies in Japanese Aωounting Practice 

Toshihiko Matsu♂ 

The purpose of this paper is considering a property valuation basis in ac-

counting practice of business. A property valuation of accounting systems in the 

Meiji era recognized existence of defferent systems. 

One was legal financial accounting of the commercial law which adopted CUI・欄

rent cost basis， the other was accounting practice of business which adopted h印刷

torical cost basis. Afterward， the property valuation basis in legal financial 

accounting of commercial law has changed to historical cost basis. 80， 1 think 

that it is important to investigate the property valuation basis. Therefore， this 

paper has shown the important of historical cost basis in accounting practice of 

busines. 
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1.は じ め に

昭和24(1949)年の「企業会計原則」制定時か

ら昭和37(1962)年の改正商法施行までの聞の企

業会計の実務における資産評価は，「企業会計原

則Jの定める取得原価主義に拠っていたのか，そ

れとも商法の定める時価以下主義に従っていたの

であろうか.もちろん，商法においては，明治期

の原始商法制定以来，時価主義あるいは時価以下

主義を採っており.r企業会計原則」の定める取

得原価主義は.rすべての企業はその会計処理す

るに当たって従わなければならない基準であるJ

とされるところからして，少なくとも， r企業会

計原則J制定時においては，商法が定める資産評

価恭準であった時価以下主義とは相容れないもの

とならざるをえないはずである.

わが国の商法は， 1861年の普通ドイツ商法

(Allgemeines Deutsches Handelesgesetz buch) 

をモデルとした f明治23年商法jを経て. r明治

32年商法jが制定された.そこでの財産の静価基

準は時価であった(第26条).その後，この評価基

準は，明治44年に改正され，時価以下主義による

(第26条)こととなった.昭和13年の改正のさいに

は，株式会社の営業用の間定財産について取原価

以下主義が採用された(第285条)が，それ以外の

資産に係る評価基準としてはなお時価以下主義が

採られて(第34条)おり，取得原価主義への全面転

換は，昭和37年の改正(第285条以下)を待たなけ

ればならなかった.

商法が強行法規であるのに対して， r企業会計
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原則」にはそのような力はない.r企業会計原則J
が， r必ずしも法令によって強制されないでも，

すべての企業がその会計を処理するに当たって従

わなければならないJといったところで，それに

は何らの法的根拠を持たない. r企業会計原則J
が制定された後においても，わが国の企業会計の

実務における資産の評価基準は，強行法規である

商法の定める時価以下主義に従うことが，合法的

な会計処理であったはずである.そうではなく，

f企業会計原則Jの定める取得原価主義が尊重さ

れることになれば，ぞれは，単純にいって商法違

反になる合計処理の可能性が生ずることになる.

しかし. r企業会計原則」が，経済安定本部

(現在の経済企繭庁)の名をもって報告するもの

のなかで，商法違反ともなる可能性を合む資産の

評価基準を掲げ，しかも「法令によって強制され

ないでも，すべての企業がその余計を処理するに

当たって従わなければならないjと唱えることは，

常識的にみて考えられないことである.取得原価

主義という雷葉でこそ表されてはいないが，商法

の定める時価以下というシ…リングのなかで，ま

た，営業用の間定財産については，商法の規定す

る取得原価以下という枠組みのなかで，取得原価

主義が存在していたのではないだろうか. また，

r企業会計原則Jは突如として，取得原価主義を

掲げたわけではないのではないか.それには，伏

流水的存在として，相応の助走というべきものが

あったのではないだろうか.

さらに，商法は，帳簿の作成を要求しているの

に，貸借対照表の作成については，棚卸法または

財産目録法を採っていたと解されているが，実務

の上ではどうであったのだろうか.すなわち，明

治初期に輸入された西洋式簿記法が，企業会計の

実務において採用されたとすれば，貸借対照表の

作成は誘導法によることができたはずである.そ

して，誘導法による貸借対照表の作成が行われる

ことになるとすると 少なくとも閤定資産につい

ては，取得原価による貸借対照表価額の決定に結

びつく蓋然性が強くなるのではないかと推測され

るが，その辺りの実情はどうであったのだ、ろうか.

商法制度における財産評価規定に関しでは，拙

稿(1)において検証してきた.そこで，本稿では，

明治初期より昭和初年までの会計実務に焦点を絞

り，取得原価主義の存在について検証してみたい.

II.商法制定前の近代的会計実務の導入期

1 .国立銀行における会計実務

アメリカのナショナル・パンク制度(National

Bank System)をもとに，明治 5 (1872)年に設

けられた.r閥立銀行保例J.r閥立銀行成規Jお

よび「園立銀行定期報告差出方規則Jは，わが国

最初の銀行法規であり 銀行史上間期的なことで

あった(2 )この傑例は，わが国で初めて株式会

社組織を法定化したもので，株式会社発達史上，

また，会社法上画期的な意義を持つものと考えら

れる.こうして制度的整備がはかられるとともに，

イギリス人のシャンドの指導により銀行会計実務

が整備，実践されることとなった.

「閥立銀行定期報告差出方規則J(3)の「銀行賞

際報告」の項において，また，明治 9年から明治

10年にかけて改正された f闘立銀行報告差出方規

則Jの「半期実際報告(今日の貸借対照表と考え

られる.松尾記入)Jの項において，いずれも本

文府余計について規定したものと考えられるが，

ここで作成される会計報告書は，会計帳簿から誘

導して作るものと解され，そこで行われていた元

帳への記帳は，取得原価によったと考えられるの

ではないだろうか.この点について，片野一郎教

授は， r従来の銀行の会計慣行上，半季賞際報告

は誘導法によって作る貸借対照表であり，それに

記載する金額は，決算の相場や市場価値とは関係

ない帳簿上の原価であるJと述べられている (4) 

当時の銀行会計実務における財務諸表の一つで

ある，半挙実際報告表の作成方法については，日

本人が編集した簿記害第一号である，山田十畝の

f銀行簿記用法Jにおいて，次のように説明され

ている (5) 

や
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半季賓際報告表

該表ハ成規ニ照シ毎年一月十日きす更迭テ

前半事
ト七月十日ナラハ造テトニ藻出スヘシ

該表面記入ノ主旨ハ

借方 負債義務ニ腐ス

貸方 資産機利ニ付ス

今其ノ記入ノ方法ヲ左ニ解明セントス

第一 惣勘定元帖ノ諸勘定半季開ノ決算ヲ

ナスヘシ

第二 右元帖半挙間ノ決算ヲナシタル上ニ

テ惣勘定元帳差引残高記入帖ニ該帖ノ中ニア

ル名称ニ従ブテ元帖ヨリ移潟シ別ニー表ヲ製

シテ報告表ヘ記入ノ媒介トナスヘシ

この説明からもわかるように，半季賞際報告表

すなわち貸借対照表は，簿記記録に基づいて作成

されたもの，いわゆる誘導法に拠ったと，思われる.

こうした銀行会計実務は 英国から移入されたも

のであるため，同脅からは，財産自録に関する説

明を見つけだすことはできない.また，片野教授

は， r事業年度の終わりに当時の相場又は市場価

値を附した財産自録及び貸借対照表を作るという

やり方は，伝来の英米系銀行簿記実務の慣行には

なかったJ(6)とも述べられている.

これに対し，大陸系の国では，実地棚卸を行い，

これに基づき財産目録を作成すべしとするところ

から，時価評価の行われる余地があったと思われ

る.すなわち， 1673年フランス商事勅令に始まり

現行ドイツ商法 (HG B)においても，棚卸を行

い，これに基づき財産目録の作成を規定している.

簿記番においても，実地棚卸に基づき財産目録を

作り，これを受けて貸借対照表を作ると説明され

ている.それは，大正期にドイツ簿記学を紹介し

た太悶哲三教授の著書においてみられるし (7) 

また，今日のドイツの簿記警においても，棚卸→

財産目録という説明から入っている (8) 

2.国立銀行以外の会社の会計実務

上述のように，明治 6年に設けられた闘立銀行

に対する一連の法規により，銀行業における会計

制度が整備・実践されるなか1:，財産評価につい

ては，取得原価主義に拠っていたことを確認でき

た.

国立銀行業以外の企業における財産許価は，ど

のような恭準を採っていたのであろうか.以下に

おいては，まず，各種業法適用外の会社の「三菱

会社J• r丸屋商社(後の，丸善株式会社)Jおよ

び「小野田セメント製造会社Jについて，ついで，

鉄道業について検証してみたい.

( 1 )各種業法適用外の会社

①三菱会社

三菱会社は，明治10(1877)年7月に経理規定

として「郵便汽船三菱会社簿記法Jを設けた.こ

の経理規定には， r第一章勘定之定規Jに次のよ

うな規定が設けられていた (9) 

第…章勘定之定規

第三僚

各船及各財産之勘定ハ其原償或ハ現償ヲ以テ

勘定ノ首筆トシテ其借方ニ記入シ其他之ガ矯

ー費ス鹿ノ経費よそ其借方ニ記入シ各件ニ由テ

収得スル収納ヲ以テ該物件ノ貸方ニ記入シ期

末該物件之現償ヲ加ヘテ差引精算シ其利益ヲ

知ルベシ

第四候

各船ハ大修繕即機関或ハ汽欄ノ改造水船ナレ

パ船成銅ノ張替或ハ新ニ船癒す造管シ又ハ船

具ヲ改造スル等ノ件及各財産ノ修理其憤位ヲ

増殖スベキモノヲ都テ其物件ノ現憤ニ加ヘ其

償格ヲ増加スベシ

第五僚

各船ハ毎年其現慣百分ノ十即毎一期百分ノ

ヲ以テ其減償額ト定メ常期ノ損亡ニ蹄スベシ

この中で，第三僚に「各船及各財産之勘定ハ其

原慎戒ハ現償ヲ以テ勘定ノ首筆トシテjと規定さ

れており，ここで雷われている「原憤或ハ現憤以

テ」の「原償Jとは，取得原価主義と，また，

f現償Jとは，帳簿価額，すなわち現在価値と解

される.後者については 第五僚の減価償却に閑
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する規定，また，第四僚の資本的支出に関する規

定からして，ぞれが，減価償却により減価を行っ

た後の価額であり，また，資本的支出により増価

を行った後の価額を言うものと考えられるからで

ある.

また，明治13(1880)年，民間企業として金融

業を営んでいた三菱為換府(現在の東京三菱銀行

の前身)の「三菱為換府規則一後の「定款J-J 
には，合計・計算に関する規定として， r勘定」

の項に次のような規定が設けられていた(10)

勘定第四十僚

毎挙ノ総勘定ニ於テハ当脂所有ノ物品即金銀

各機公債証書地所等ハ時価格外下落シタ

ル場合ノ外ハ元価ヲ以テ計算スルモノトス

第四十僚に「時価格外下務シタル場合ノ外ハ元

価ヲ以テ計算スルモノトスJと規定され，当時，

間立銀行における銀行会計実務で採られていたと

考えられる取得原価主義による余計慣行が，一般

企業の会計実務においても，原則として採られて

いたと替うことができょう.また，取得原価主義

令原則に探りつつ， r時価格外下落シタル場合J

と時価が著しく下落した場合には，時価により評

価することを求めていることが確認できる.

②丸屋商社(現在の丸善株式会社の前身)

「丸屋商社Jにおいては，明治6(1873)年7

月，東京におかれていた丸臆の府内において簿記

講習が始められた.その広告の引札には. r来ル

七月上旬ヨリ週三町日丸属社中ノ府ニチ稽古相始

ム.最モ審物ハ慶慮義塾出版翻訳書ニテ教授ス

ベシ，帳合稽古ノ外ニ日本算術ト種々ヲ教フベ

シJ(11)と普かれていた.ここにある翻訳書とは，

補沢諭吉による「帳合之法」であったと推定され

る.間年10月. r丸屋商社」の会社規則として

「丸属商社々則Jが設けられた(12) r丸屋商社Jで

行われていた合計に関する記帳法が，西洋式(英

米式)のものであったことは，同社内で西洋式簿

記の講習を行っていたことからも推測するに難し

くない.事実，菅野和太郎は.r丸康商社では設

立当初から商洋式の記帳法である複式簿記が採ら

れていたJと替われている (13)

ところで， r丸臆商社Jにおける当時の会計制

度，特に財産評価基準について明確な記録を確認

することはできなかったが，社内で西洋式簿記法

(複式簿記)を講習していたこと，また，同じ時期

に間立銀行制度における会計実務では取得原価主

義に依っていたことから推測して，この丸康商社

においても取得原価主義を採っていたと考えても

よいのではないだろうか.

さらに，明治13年2月，丸屋商社から名称を変

吏した「有限責任丸善商社」の「定款」には，会

計・計算に関する規定として.r第四十僚諸報告

ノ事Jに次のような規定が設けられていた(14)

第四十傑諸報告ノ事

常商社ノ取締役ハ練勘定ノ後ニ於テ損授精算

書ヲ製シ定式線、曾ニ於テ之ヲ株主ノ閲覧ニ供

シ且ツ同時ニ於テ歯商社現在ノ資産ト負債ト

ノ計算審表ヲ製シ印刷シテ之ヲ株主締、員ニ配

布スヘシ

ここに.r綱、勘定(総勘定元帳のこと，松尾記

入)ノ後ニ……資産ト負債トノ計算署表(貸借対

照衰のこと，筆者記入)ヲ製シJとあることから，

r丸普商社Jが，英米における会計慣行と考えら

れる誘導法によっていたと推定することが許され

るのではないだろうか.これは. r有限責任丸善

商社」の前身である「丸臆商社」の社内で西洋式

簿記法を講潤していたことからすれば当然のこと

と考えられ，その際の財鹿評価基準については，

決算当時の相場や市場価値とは関係のない帳簿上

の取得原価によるものと考えられるのではないだ

ろうか.

①小野田セメント製造会社

明治14(1881)年3月，小野田セメント製造株

式会社創立時の「セメント製造会社規則一後に

「定款Jという名称に-Jには，会計・計算に関

する規定として;r第五線Jに次のような規定が

設けられていた(15)

第五線第四節
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米造品は綿、て光償を以て勘定すべし

第四節においては，製造途中のものは，すべて

取得原価により評価することが規定されていた.

( 2 )鉄道業

明治17(1884)年 明治初期からの簿記学者で

あり神戸鉄道局会計主務を勤めていた図師民嘉は，

鉄道会計条例制定の建議を行った(16) この草案

の別冊「工部省繊道曾計候例趣意書」には， r…・・
英閥繊滋事業上ニ於テ施行スル所ノ曾計法ニ擬シ

又我邦現夜ノ情況ヲ酌最シ以チ其組織ヲ設立セン

ト欲ス……Jとした記述がある.これにより，わ

が国の鉄道会計制度は英国鉄道会計制度を模して

基礎が固められ，その第一歩が踏み出されること

となった.この建識を受け，明治18(1885)年6

月7日太政官認可『織道曾計傑例jにおいては，

財産評価に関する規定として，次のような規定が

設けられた(17)

第七僚

貯蔵物品ハ其出納ヲ措歯スルー課ヲ設ケテ之

ヲ管保セシメ百般ノ需求ニ懸シ受梯トモ都テ

購入代償ヲ付シテ出納スルモノトス

ここでも，財産評価基準に関して， r受梯トモ

都テ購入代償ヲ付シテ出納スルJとされ，購入代

価，すなわち取得原価に依ることが規定されてい

た.

ところで，鉄道会計に関する規定が作られる以

前から使われていた規定として，わが国で初めて

設けられた特別会計法である，明治9(1876)年

9月6日太政官迷 f各鵬作業費随分及受椀規則j

がある.これには，財産評価恭講義に関する規定と

して，次のような規定が設けられていた(18)

第九僚

凡ソ作業需要ノ物品ハ購買セシ時時ノ原償ヲ

附スルヲ例トス故ニ工場等ヘ現賓物品ヲ以テ

受梯ヲ矯スモ簿記上ニ於テハ必ス其原償即チ

物品金若干ヲ以テスヘシ

すなわち， r作業需要ノ物品ハ購質セシ時時ノ

原償Jと，取得原価主義が採られていた.当時は，

商法がまだ制定されていない時期であったにもか

かわらず，太政官逮とした余計法という公の会計

に関する規定において，取得原価主義が採られて

いたことを確認できる.

3.当時の簿記書

以上は，明治初期における，国立銀行をはじめ

とする諸業種，諸企業における会計規定を，財産

評価基準の実施について検証してきたものである

が，当時の簿記替は，この問題について，どのよ

うに取り扱っていたのであろうか.

明治6年に出版された補沢諭吉訳「帳合之法J

をはじめとして，明治17年口ェスラー起稿による

f商法草案jが公表されるまでの問，多くの簿記

書が出版されたが，これら簿記替のほとんどが，
ふんぽんそこほん

英米国の著書を粉本(底本)(問)とした訳番ないし

類似舎であり，単式簿記法および複式簿記法の紹

介と普及に役だったといわれている.これらの簿

記番は，多くのものは英米式簿記の解説書であっ

たが，いくつかには財産評価に関する記述がされ

ているものもあった.それらを紹介すると，次の

通りである.

①小林儀秀訳 f馬耳蘇氏複式記簿法j

明治9年に出版された，小林儀秀訳『馬耳蘇氏

複式記簿法j上巻においては， r品物ハ冗慣ヲ以

テ之ヲ比例スベシ若品物ノ債低下スルトキハ冗償

司リ低クシテ之ヲ比例スベシ然レドモ必ス先債ヲ

過ク可カラス」と記述されている.ここでは，商

品について，原則として取得原価主義によること

を要請するとともに，併せて低価主義によること

も要請されている (20)

②森島情太郎 f三菱商業事校簿記事例題宛j

明治11(1878)年に出版され，三菱商業串校で

教科書としても使われていたと考えられる森鳥惰

太郎著『簿記事例題完jにおいては，財産評価に

関して特段の項を設けて記述されてはいないが，

例題を解く過程で棚卸商品の評価について取得原

価主義を採っているものが多数含まれている (21)

③闘師民嘉抄訳 f簿記法原理j

明治14年に出版された，闇師民嘉抄訳 f簿記法
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原理jの「脂卸目録Jの項に， r原慎ヲ以テ商品

ノ}お卸目録ヲ作ルハ一般商家ノ仕来リニシテ並シ

亦正賞ノ方法ナリ何トナレハ此方法ニ依レハ商品

ヲ寅却シタル|キ輿ノ損益ヲ見ル寸ヲ得レハナリ」

と記述されている.ここでは 実現主義を根拠と

して取得原価主義を要請している.そのためには，

商品の評価について，取得原価主義によることが

要請されている.また，取得原価により庖卸目録

を作成することは，一般商家のしきたりであった

とも述べられていることは、注目に値す

る(22)

久野秀男教授も「当時の簿記書には，棚卸商品

価格としては，一般に，原価を採るものが多くJ
と述べられている (23)

当時出版された簿記替について， r明治文化全

集第十巻経済矯jの巻末にある三橋猫雄繍「経

済文献年表Jおよび『閤立国会図書館蔵書目

録J(24)により検証してみると，明治20(1887)年

頃までに出版されたものは，多くが翻訳物であり，

その原典は英米閣のものがほとんどである.明治

初期に英国の銀行会計実務に倣い，わが国の銀行

会計実務が整備されたことを考えれば，当然のこ

とであったのではないだろうか.

{補}

わが国に翻訳された主な簿記替の原典としては，

次のようなものがある.

①Bryant，Stratton and Packard : Bryant and 

Stratton's CommonSchool BookKeeping， 1871. 

福沢諭吉訳『帳合之法jの原典

②W.In暗削g凶liιS正:B恥O∞O味k剛削網剛剛網剛網

Entry， 1872. 

加藤斌訳 f商家必要jの原典

③C.C.Marsh : Course of Practice in Single 

Entry Bookkeeping，l871. 

小林儀秀訳 f馬耳蘇氏記簿法jの原典

C.C.Marsh: The Science of Practice in Double 

Entry Bookkeeping，1871. 

小林儀秀訳『馬耳蘇氏複式記簿法Jの原典

④日.G.Folsom: Logic of Accounting，l873. 

森島情太郎訳 f三菱商業学校簿記学例題1.

図師民嘉『簿記法原理jの原典

m.時明治23年商法下および明治32年商法下にお

ける余計実務

1.明治23(1890)年商法下の会計実務における

財産評価

『明治23年商法j制定により，時価主義による

財産静伽恭準が規定された.これにより，制度上

は時価主義に依ることとなったが，会計実務にお

いても，これまで採ってきた取得原価主義を捨て，

商法に規定された時価主義を採ったのであろうか.

それとも，これまで通り取得原価主義を継続して

採ったのであろうか.一般会社，鉄道業，銀行業

において行われていた余計実務について検証して

みたい.

商法の特別法として制定された，多量に固定設

備を有する鉄道業における法規では，闘定資産に

ついて取得原価主義を採っていたことが確認でき

る.ぞれは，明治23(1890)年3月18日法律第20

腕「官設繊道曾計法Jに基づき設けられた，明治

23年3月20日勅令第33披「作業及織道曾計規則J
には，次のように規定されていた(25)

第四章資本

第三十一線

資本ノ償格ハ左ノ方法ニ依テ之ヲ定ム

土地ハ近隣地ノ賓買債格五筒年ノ平均ニ

依ル近隣ニ比較スヘキ相常ノ土地ナキト

キハ五人以上ノ評定人ヲ定メ其評定債格

ノ平均ニ依ル

一建物繊道其他築造道路船舶機械器具其他

ノ物品ハ建築費又ハ購入償格ニ依ル建築

費又ハ購入償格ノ不明ナルモノハ物件ノ

軽震ニ依リ二人以上ノ評償人ヲ定メ其評

定債格ノ平均ニ依ル

一 材料素品機械ノ運車専用品ハ購入償格ニ依

jレ

間 生産品ハ生産費ニ依ル但資質ノ契約締ト

ナリタルモノハ其買渡代償ニ依ル

第三十四僚



松尾俊彦 37 

建物公衆ノ用ニ供セサル鍛道其他築造道路船

舶機械器具其他ノ物品ハ永遠保存品ヲ除

キ練、テ保存期限ヲ定メ其期限ニ謄シテ毎年債

格ヲ滋減スヘシ

前項中間定資本ニ腐スル物件ヲ修理シタルト

キハ其修理費ヲ以テ現年ノ慣格ニ加ヘ再ヒ保

存年限ニ謄シテ償格ヲ逓減スヘシ

第三十六線

材料素品機械ノ運車専用品ノ年度内未消費ニ属

スルモノ市償ノ低落又段損痩質等ニ由リ其償

格ヲ減スルトキハ毎年度ノ終リ首時ノ市償ニ

依リ其債格ヲ改定スヘシ

第三十七練

生産品ノ年度内未販資ニ腐スルモノ需用ノ費

動生産法ノ改良又ハ段損務質等ニ自リ其債格

ヲ減シ賞際ノ市償生産費以下トナルトキハ毎

年度ノ終リ賞時ノ市償又ハ昔年度ノ生産費ニ

依リ其慣格ヲ改定スヘシ

第訓練には土地を除く悶定資産および棚卸資産

については原則として取得原価主義に依ることが

規定され，第36傑および第37線第 1現には低価主

義に依ることが規定された.また，第34僚第 l項

には減価償却に関する規定が設けられ，第 2項に

は資本的支出を取得原価に合むことが規定された.

他方， r明治23年商法jが制定されたことを受

け，大蔵省はいちはやく「銀行条例」により普通

銀行が作成する営業報告書雛形における資産負債

表の「備考J欄に期末時価に評価を修正する手続

きを採り入れ， r資産負債表作ルニハ所有諸公債

地金銀営業用地所建物ノ見積時価ヲ算出シ然ル後

チ之ヲ各自ノ勘定ニー且売却セシモノ、如ク記入

シ之カ売却損益ヲ現ハシ其ノ見積時価ヲ次期ニ繰

越スヘシ又到底損失ニ帰スヘキ貸金等ハ損失金ト

ナシ之カ計算ヲナシ然ル後此他各勘定ノ金額ヲ採

集調整スルモノトスJ(26)とされた.これは，行政

商から時価による財産評価の普及を後押ししよう

としたものと考えられる.ぞれまでの「閥立銀行

条例Jによる銀行実務においては，英国の銀行実

務を実践し，そこでは取得原価に依っていたと考

えられる.もし，明治初期からの銀行実務会計に

おいて，商法に規定されたような時価による評価

を行っていたとしていたなら こうした手続きを

敢えて明記する必要はないのではないだろうか.

それからすると，ここにある「見積時価ヲ算出シ

然ル後チ之ヲ各自ノ勘定ニー旦売却セシモノ、如

ク記入シJは，通常取得原価主義により行ってい

た記帳を時価主義による記帳に改める手続きを示

したものと考えられる.

また，明治24(1891)年10月，小野旧セメント

製造株式会社は，従来の会社規則を改め，新たに

「有限責任小野田セメント製造株式会社定款Jを

設けた.そこには 次のような規定が設けられて

いた (27)

第三十二僚

賞曾社の勘定は毎年六月十二月を以て管業決

算を矯すものとす.但既製造未製造財産共綿、

て原償を以て決算を為し一月七月の例式曾に

提出し其議決を経て利益分配を矯すべし

ここでも「既製造未製造財産共線、て原債を以て

決算を為し」と，依然として取得原価主義を採り

続ける企業の存在を見逃すことはできない.この

「小野田セメント製造株式会社jは，明治14年の

会社規則に取得原価主義を明記しており，社史に

よる記録を追う限りでは，それ以来定款の変更は

なく， r明治23年商法jの制定がありながら，そ

の間継続して取得原価主義合採ヮていたと考えら

れる.

明治26(1893)年12月には， r三菱会社Jが組

織変更により「三菱合資会社Jとして新会社を発

足し，新旧会社における事業引継のための手続き

が定められた.その中で， 12月31日に決算を行う

にさ当たり，次のような財産評価基準を規定してい

た(28)

一債権取立ノ見込ナキ分ハ切捨ツ可シ

ー債権ノ確ナル者ハ原償ヲ以テス

一債権ノ不確ナル者ハ相官ノ割引ヲナス

一倉庫品ハ原慣ヲ以チ之ヲ評価ス市債ノ原慣ニ

下ル者ハ市債ニヨル而シテ此際財産目録ヲ調



38 わが国会計実務についての史的考察

張ス可シ

ー鏡石鎖物線チ前一期間平均原償ヲ以テ評価ス

ここでも，倉庫品(棚卸資産)は，原則として

取得原価主義を採り，併せて市価が原価より下がっ

た場合には市価によるとする低価主義を採ること

とされた.

そして，明治初年12月，本杜と各事業所に布遣

された「三菱合資会社本文庖会計帳簿様式」の中

に倉庫品目録に関する規定が設けられ，次のよう

に規定されている (29)

倉庫品目録よそ亦保年度ノ末ニ財産目録ト共ニ本

社ニ差出ス可キ者トス

倉庫残品償額見積ノ方法モ亦原償ヲ趨ユヘカラ

ス市債ノ原償ニ下ルトキハ市慣ニ従フ 而テ

若シ欠損アレハ其度ヲ見積リ之カ消却ノ割合ヲ

定ム可シ

後段は，倉庫残品すなわち棚卸資産について，

原則として原価以下で評価することを規定してお

り，市価が原価より下がっている場合には低価主

義で評価することを規定していた.

以上のように，…般会社，鉄道業，銀行業にお

ける会計実務を検証してみると，当時は， r明治

23年商法jの規定からすれば，財産評価は「相場

又ハ市場償直Jによることとなっていたわけであ

るが，一般会社，鉄道業，銀行業の余計実務にお

いては，商法の規定とは異なった取得原価，原価

以下または低価主義による財産評価を採っていた

ことが確認できる.

【補】

f明治23年商法jが公布後一部実施された時

期に，先述した小野田セメント製造株式会社の

決算報告書である「第拾七間報告書(自明治初

年7月歪同年12月)Jに，貸借対照表上の金額

と財産目録上の金額が一致しないという興味深

い記載がみられる(実物は縦書きで記載されて

いるが，ここでは都合により横書きとする. し

たがって，漢数字はアラピア数字に改めた.な

お，金額は円以下康まで示されている.) (30). 

小野田セメント製造株式会社第17同総勘定(自明治26年7月歪同年四月)

貸借対照表

貸方会社ノ資産ニ属スル分

機械家屋 138，563 1279 

公債謹書 4，789 I 255 

諸株券 5， 557 I 000 

鳥闘用遼所土地家屋 4，786 I 660 

f明治23年商法j第32条第 l項で，財産目録

と貸借対照表を作成することが要請され，同条

第 2項で，作成した財産目録と貸借対照表には

「嘗時ノ相場又ハ市場債直Jを附すことが要請

された.これにより，財産目録と貸借対照表と

も時価による評価額を記載するものと考えられ

た.しかし，この場合，上記のように， 4つの

勘定で金額が異なっていた.

財 産 目 録

機械家屋 138， 701 000 

公債鐙書 5， 0 2 2 000 

諸株券 6， 740 000 

，時開用途所土地家屋 4， 8 0 0 000 

ここで明らかなことは，次の 2点である.

①設備資産と有価証券については，財産目録と

貸借対照表の金額は異なっている. しかも，

いずれの勘定とも財産目録の金額の方が高く

なっている.

③その他の資産について，既製造品(製品，松

尾記入)および未製造品(仕掛品，松尾記入)

を含むは，財産自録と貸借対照表の金額はー
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致している. こうした状況をみても，当時の会計実務は，

①については，ここで一つの推論が出来る.

すなわち，明治26年前後の物価指数は，明治20

年初めの時点を100としたとき，明治24年が109，

明治25年が115，明治26年が119，明治27年が

126，明治28年が135となっており，物価は上昇

傾向にあったと考えられるのであるが(31)こう

した状況からすると，財産目録に付けられてい

る金額は，商法の規定通り時価に依ったもので

あるが，ぞれよりも低い貸借対照表に付けられ

た金額は取得原価に依ったものではないだろう

か，ということである.

なお，同社の次年度(明治27年1月から)の

財産目録・貸借対照表の金額は一致している.

これに先立つ，同社明治24年後半期(7月から

12月)の第13間報告書には，次のような記述が

されている.

財産目録ハ綿、テ財産ヲ当時ノ相場又ハ市場価

値ヲ附スル成規ナリ然ルニ本社財産中則チ器械

焼竃其他凡百附属品一々之レガ相場又ハ市場ノ

価値ヲ定ムルハ容易ノ事ニ非ズ若シ強テ之ヲ調

査セント欲セパ社員増員ヲ要スルニ宝ルベシ故

ニ此件ハ商法賞施以後ノ事トシテ本期ニ在リテ

ハ財産目録ノ取調ハ略シ置タリ諸君此ノ意ヲ諒

セラレヨ

ここにある「成規」とは， r明治23年繭法j

を指すものと考えられる.前述のように，明治

24年10月に改正された同社の定款第32条には，

取得原価による評価基準が明記されており，ま

た， r明治23年商法j第32条第 2項には上記の

「相場又ハ市場価値ヲ附スJと同じ表現がされ

ていることによる.すなわち，商法においては，

時価主義に拠ることが規定されていたが，当時

の実務のうえでは，売却を予定していない間定

資産については，同社の定款に定める取得原価

による評価基準が定着していたことによると思

われる.そうした事情は，時価主義の実施は商

法施行後のこととする，としたところからも伺

えよう.

商法の予定していた時価主義とは異なる，取得

原価主義を財産評価基準として採っていたこと

を確認することができる.

2.明治32年商法下の会計実務における財産評価

( 1 )明治32(899)年からの会計実務における

財康評価

f明治32年商法j制定により時価主義が表明さ

れた後も，会計実務においては，明治初期から銀

行実務において採られてきた取得原価主義が根強

く行われていたようである.一般会社，鉄道業に

おいて行われていた会計実務について検証してみ

たい.

商法の特別法として制定された鉄道業に対する

法規では，明治23年に設けられた「作業及繊道曾

計規則Jにおいて，回定資産について取得原価主

義を採っていたことは，第3章第 l節において既

に確認できたが，その後，明治33(1900)年 3月

16日法律第64競 f私設繊道法jに基づき設けられ

た，明治33年8月10日逓信省令第32競 f私設繊道

株式曾社曾計単則jにも，次のような規定が設け

られていた(32)

第九僚

財産自録ニ記入スル償格ハ左ノ標準ニ依ル

有償讃券ハ目録調整ノ現時ニ於ケル償格

カ其ノ代償又ハ椀込金額ヲ超過スルトキ

ハ貿入代債又ハ抑込金額ヲ以テ記入スヘ

ン

一其ノ他ノ財産ハ賓費決算額ヲ以テ記入ス

ヘシ

第十傑

貯裁物品ハ受梯購入賞費ヲ以テ出納ヲ矯スモ

ノトス

第9条第 l号では有価証券について規定上は原

価以下主義に依ること要請されているが， r明治

32年商法j第26条第2項の規定により，時価が原

価より下がった場合には時価を採らなければなら

ないわけであるから，実質は低価主義を意味する
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ものと考えられよう.同条第2号では其他の財産

については取得原価主義に依ることが規定された.

また第10条では貯蔵物については取得原価主義に

依ることが規定された.

1明治32年商法jは，財産評価について「其目

録調整ノ時ニ於ケル債格Jである時価主義を採っ

ていたわけであるが， r明治32年商法jが設けら

れた翌明治33年においても，商法の規定と異なる

取得原価主義を採る規定の存在が，引き続き確認

できる.

先にも見てきたように，銀行会計，鉄道会計を

はじめ多くの企業で実蛾されていた当時の会計慣

行における財産評価は，明治初期より銀行を中心

に英米系の会計実務をもとにした取得原価主義で

あり， ドイツより新たに導入された商法に規定さ

れた時価主義とは相棒れないものがあったと考え

られる.そのため，当時は f明治23年商法jに代

わり全面的に実施された『明治32年商法j施行後

も会計慣行の中では，第26条第2項に規定されて

いた時価による財産評価は万全には行われていな

かったようである.こうした状況を加藤吉松は

「商法第二十六傑第二項に日く，財産目録には，

動産，不動産，債権，其他の財産に其目録調整の

時に於ける債格を附することを要すとあり，然る

に現今簿記準者の教授する所又は賞業家の報告す

る所を見るに，ーも商法に準操し時債を附したる

ものを見ず」と指摘している (33) この記述から

も，当時の会計実務においては，商法の規定とは

異なる取得原価主義が採られていたことが確認で

きる.このように会計実務において，商法が規定

する時価主義ではなく，明治5年の国立銀行制度

制定以来，取得原価主義が継続的に採られていた

ことには，時価主義を採ることによる弊筈，すな

わち，時価が上がった場合には評価益の計上によ

り，会社の財政基盤を危うくする恐れを認識する

からではないだろうか.

また，明治36(1903)年8月に改正された「丸

善株式曾社定款」には，会計・計算に関する規定

として， r第五望者計算Jに次のような規定が設け

られていた(34)

第三十二練

歯曾社ハ毎年一月日リ十二月迄ヲ以テ事業年

度ト定メ毎年度ノ米ニ於テ緒勘定ヲ決算スル

モノトス

f株式曾社丸善Jの前身「丸善商社Jにおいては，

英米における余計慣行と考えられる誘導法による

余計処躍を行っていたであろうことを確認してき

た.それからすると ここで替われている「諸勘

定ヲ決算スルJも，誘導法によることを指すもの

と考えられるのではないだろうか.また，その際

の財産評価は，決算~時の相場や市場価値とは関

係のない帳簿上の取得原価によるものと考えられ

るのではないだろうか.

さらに，鉄道会計における会計実務では，次期

商法改正過桂の最中と考えられる明治43年におい

ても，明治33年 I私設繊道株式曾社曾計準則jに

おける取得原価主義に引き続き，明治43(1910) 

年4月21日法律第57披『軽便繊道法jに基づき設

けられた，明治43年8月2日閤令第14競 f駆使鍛

道曾計準則jに，次のような規定が設けられてい

た(35)

第七保

有償讃券ヲ取得シタルトキハ帳簿ノ記載ハ買

入又ハ梯込ノ金額ヲ以チスヘシ

第八傑

貯臓物品ハ受梯共賓費ヲ以テ出納ヲ潟スモノ

トス

第九僚

財産目録ニ記載スル財産ノ償格ハ左ノ標準ニ

依ルそノトス

有償讃券ハ購入代償又ハ梯込金額佃シ其

ノ時債低落シタルトキハ毎年度ノ終ニ於

テ時慣ニ改定スヘシ其ノ騰貴シタルトキ

ハ購入代償又ハ梯込金額ヲ限度トシ増加

スルゴトヲ得

一 身元保讃及契約保讃ノ有償讃券ハ其ノ保

讃金額

一 前各競以外ノ財産ハ賓費決算額
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これによれば，第 7条，第 8条の規定は，記帳

すべき金額を示したものと考えられ，鉄道会計が

英国から移入された経緯からすると，誘導法によ

り貸借対照表が作成される際の財産評価額と考え

られるのではないだろうか.また，第9条 1号に

おいては，有価証券については，原則として取得

原価主義に依ることが規定され，同号但警におい

て，時価が下がった場合には，時価で評価すると

いう低価主義に依ることが規定された.併せて，

時価が上がった場合には，取得原価を限度として

評価増することができると規定された.同条 3号

では其他の財産については取得原価主義に依るこ

とが規定された.当時は， r明治32年商法jの規

定からすれば，財産評価は「目録調整ノ時ニ於ケ

ル償格」によることとなっていたわけであるが，

鉄道業の会計実務においては，商法の規定とは異

なった取得原価，原価以下もしくは低価主義によ

る財産評価基準を採っていたことが確認できる.
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商法の規定とには相容れないものがあった.

( 2 )明治35年財産評価基準に関する判例の検柾

明治7(1874)年10月に，単行法として制定さ

れた f株式取引条例Jにもとづき，明治10年12月

に設けられた株式会社東京株式取引所において行

われていた財産評価について 株主から異議が唱

えられ東京地方裁判所に提訴された.

この裁判の概要は，次の通りである.

株式会社東京株式取引所は，明治34年7月1日

に調整した財産目録及び貸借対照表において (37)

所有公債証書の価額を市価より商く附したことと，

家康の価額を実価(時価，松尾記入)より低い旧

時の価額(取得原価松尾記入)を附したことに

はじまる.これについて原告である株主は，公債

証書の価額を市価より高く評価したことは， r明
治32年商法j第26条第2現に規定される「目録調

製ノ時ニ於ケル慣格」に反すると主張し， また，

賞輿金を受けんがために公債価額を高く附し，か

っ損失を填補せず利益配当を行ったことは，第

195条第 1項に反すると主張した. また，家屋の

明治34(1901)年当時の税法の文献につぎのよ 価額についても，公債価額の場合と同様に f目録

うな記述がある. 調製ノ時ニ於ケル償格Jに反すると主践した.こ

「法人ノ所有スル土地，建物，商品，有償讃券

其ノ他ノ資産ハ決算期ニ於イテ時慣ヲ附シ計算

スヘキモノナレハ若シ其ノ見積債格カ原慎又ハ

前期ノ決算額若ハ歯初ノ見積債格ニ比シ増加セ

ルトキハ其ノ増加額ハ益金トシテ之ヲ加算スヘ

キモノトスJ(36) 

これによると，商法にもとづき時価主義によ

り評価した結果，評価益が生じた場合には，益

金として課税対象とするというものであった.

経営者にとってみれば新たに導入された商法

が規定する時価主義を採ることにより，税金を

余分に納めることになるのであれば，むしろ，

定着しつつあった会計実務による取得原価主義

を採るのではないだろうか.

以上のように， r明治32年商法j制定にもかか

わらず財産評価に関しては，明治初期から実践さ

れてきた鉄道業，銀行業を中心にした余計実務と

の原告からの主張に対し地裁は，家路の価額につ

いて，鑑定人に鑑定させた鑑定価額を市価と認定

した結果，株式会社東京株式取引所の附した家屋

の価額は，商法第26条第2項に違反するとした考

えを示したーこうした経緯を踏まえ，東京地裁は

時価以下に評価したことを違法とし，明治35

(1902)年1月10日「時価以上の評価はもちろん

時価以下の評価も禁止するJとする判決を下した

(38) この判決は， ドイツにおける1897年帝国最

高裁判所による「商人による資産の過大，過小評

価を禁止するJ(39)とする判決と相通じるものであ

るのではないだろうか.この東京地裁の判決に対

し，株式会社東京株式取引所は東京控訴院に控訴

した.

東京控訴院においては，公債の価額については

争われず，家屋の価額についてが争点とされた.

控訴院は，地裁に続き再度鑑定人による鑑定を行っ

た.その結果，鑑定の結果と株式会社東京株式取
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引所が附した取得価額を参照したところ，結局財

産目録に掲げる家屋の価額は商法第26条第2項に

ある財産目録調整の時における価額に相当するも

のとした.こうした経緯を踏まえ， この記載は，

商法第261条第 1項第9にある不正な記載には当

たらないとし，東京控訴院は明治35年 2月25日

「原判決の決定を取り消すJとする判決を下し

た(40) すなわち，控訴院の判決は，地裁判決に

おける「時価以上の評価はもちろん時価以下の評

価も禁止するJに対し，債権者保護の立場から時

価以上の評価が禁止されることに異論を唱えるも

のではないが，時価以下の許価は認める趣旨のも

のであった.ただし，株式会社東京株式取引所に

対し過料金が課されたため，株式会社東京株式取

引所は大審院へ上告した.

大審院は，明治35年5月14日に下した『明治32

年商法jにおける第26条の財産評価に関する判決

において， r商法第二十六条第…項ニ於テ商人又

ハ曾杜ニ酎シ定時ニ財産目録ヲ調整スルノ義務ア

ルコトヲ規定シタルハ他人ヲシテ其時ニ於ケル資

産ノ情態ヲ知悉セシムルノ趣旨ニ外ナラス故ニ其

第二項ノ償格ナルモノハ客観的ノ償格即チ目録調

整嘗時ノ交換債格ヲ指スモノトスJと「決定要旨J
を述べている (41)また， r理由Jにおいて， r商
法第二十六傑第二項ニ目録調整ノ時ニ於ケル償格

トアルハ其文調上普通ノ意義トシテ目録調整ノ時

ニ於ケル交換慣格ヲ云フモノニシテ之ヲ商法自齢

ノ規定ノ趣旨全憧ト酎照スルニ事モ相抵鯛スルモ

ノナキヲ以テ解釈上之ヲ交換債格ナリトスヲ査歯

トス」と説明されている.この判決により，財産

評価の際の「目録調製ノ時ニ於ケル償格」とは，

「転換ヲ目的トセサル財産ナルト者トヲ問ハス答

観的ノ償格即チ其際ニ於ケル交換償格Jである時

価によることを明らかにし 具体的には交換価格

によることを示した.

以上が，この裁判経過の概要であるが，営業用

固定資産について交換価格により評価することは

困難なことであり，当時の余計慣行とは異なるも

のであったところから，この判決に対して異を唱

える者が少なくなかった.学者の中にはこの判決

に反対して， r法は時価以下主義による評価を禁

じてはいなしリと主張する者(42)や， r営業用固定

資産における f目録調製ノ時ニ於ケル債格jとは

営業価額を指すものである」として，事実上，取

得原価主義による会計慣行の評価方法を是認しよ

うとした者(43)もいた. こうした会計慣行を支持

する立場からの意見が相次いで発表される中で，

会計の慣行からすれば当然のことであろうと考え

られるところを掛酌した結果なのか定かではない

が，大審院判決の「理由Jを示した部分に，次の

ような記述が見られる.

「財産目録調整ノ目的ハ商人カ破産又ハ駿業シタ

ル場合ニ於ケル資巌ノ練、額ヲ算定スルモノニアラ

スシチ其轡業ノ存在及繕繍スル場合ニ於ケル管業

上ノ線、資産ヲ知ルヲ目的トスルモノナレハ商法カ

商人ニ樹シ財産目録貸借酎照表ニ記載ヲ命シタル

償格ハ畢覚商人ノ管業ノ存在及纏繍ヲ碁礎トシテ

計算シタル管業的債格ニシテ詩ヲ換ヘテ之ヲ替ヘ

ハ其商人ノ管業ヲーノ経済上ノ濁立主髄ト着倣シ

此主健ヨリ観察シタル主観的ノ債格ナリトス殊ニ

我園ノ法律ニ依レハ財産目録ハ即チ貸借封照表ノ

資産ノ部ト其質種ニ於テ同一ナルヘキモノナレハ

砦シ牒裁判ノ如ク交換償格ニ依テ其財産目録及貸

借酎照表ヲ調整スヘキモノトセハ其結果曾社財産

ノ市慣ノ費動ニ依テ……架空ノ利益又ハ損失ヲ生

スルモノトナリ商人殊ニ曾社存立ノ基礎ヲ危クス

ルノ結果ヲ生スヘシ然レトモ俄リニ一歩ヲ識リ商

法第ニ十六線第二項ノ規定シタル慣格ナルモノハ

客観的ノ債格ナリトスルヲ原則ナリト仮定スルモ

商人ノ財産中縛換ヲ目的トセスシテ引繍キ業務上

ニ使用スル財産ニ酎シテハ其土地家康タルト定着

物タルト有償讃券タルトヲ問ハス其取得償格ヲ付

スヘキモノナリ何トナレハ由来償格ナルモノハ前

陳ノ如ク主観的ノモノナルノミナラス此穏類ノ財

産ハ商人カ破産又ハ駿業スルニアラサレハ換償セ

ラル、モノニアラス又之カ客観的ノ債格ヲ算定ス

ルコトハ多クノ場合ニ於テ殆ント不能ニシテ且不

要ナレハナリ(下線は松尾記入)J (叫

ここには，興味深い注目すべきことが替かれて
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いるように思われる.それは，この判決が，大審

院において商法第26条第 2項にある「目録調製ノ

時ニ於ケル償格」の解釈として，時価，すなわち

交換価格によることを示したものであるにもかか

わらず，その判決「理由Jが述べられている部分

では，会社において「轄換ヲ目的トセスシテ引績

キ業務上ニ使用スル財産J，いわゆる営業用問定

財産については， r取得償格ヲ付スヘキモノナリJ

と述べている点である.このように本件に係る大

帯院の判決が，客観的な交換価格に依るべきこと

を述べながら， r理由Jの部分においては，取得

原価主義に依るべきことにしたことは，明治の初

めより実践されてきた会計慣行における取得原価

主義を法律の立場から認容したことにあるとも解

され，意義深いことと震える.

N.明治44年改正商法下および昭和13年商法下に

おける合計実務

1.明治44(911)年改正商法下の会計実務にお

ける財産評価

繭法の特別法として制定された鉄道梁に対する

法規では，明治33年に設けられた『私設繊滋株式

曾杜曾計準則jにおいて，間定資産について取得

原価主義を採っていたことは，先述した通り既に

確認できたが，その後，大正 8(1919)年 4月10

日法律第回線『地方織道法jに基づき設けられた，

大正8年8月13日閑令第14披 f地方織道曾計規程j

にも，次のような規定が設けられている (45)

第八保

貯織物品ハ原慎ヲ以テ之ヲ出納スヘシ

第九練

財産目録ニ記載スル有償詮券以外ノ財産ノ償

額ハ貸費決算額ヲ趨ユルロトヲ得ス

財産償額ヲ消却シタルトキハ消却額ヲ原償ヨ

リ控除シタル残額ヲ以テ賞費決算額トス

第8条では貯蔵物品について取得原側主義に依

ることが規定された.また，第 9条では有価証券

以外の財産については，規定上は原価以下主義に

依ることが要請されているが 当時の f明治44年

商法j第26条第2項においては，時価以下主義を

規定しているから，時価が原価より下がった場合

には，原価より低い時価を採らなければならない

わけであって，事実上は低価主義を意味するもの

と考えられよう.

また，上述の大正8年『地方繊道曾計規程jと

前後するが，大正 7(1918)年 1月に改正された

「丸普株式曾社定款Jには 余計・計算に関する

規定として， r第五章計算Jに次のような規定が

設けられている (46)

第三十三僚

蛍曾社ハ毎年一月ヨリ六月迄ヲ前期トシ七月

ヨリ十二月進ヲ後期トシ毎期ノ終リニ於テ諸

勘定ヲ決算スルモノトス

「株式曾杜丸普Jの前身「丸善商社」において

は，英米における会計慣行と考えられる誘導法に

よる会計処理を行っていたであろうことを確認し

てきた.それからすると，ここで替われている

「諸勘定ヲ決算スルJも，誘導法によることを指

すものと考えられよう.また，その際の財産評価

は，決算当時の相場や市場価値とは関係のない帳

簿上の取得原価によるものと考えられるのではな

いだろうか.

ところで，わが閣の株式会社会計制度は，明治

5年米国系銀行条例と英国系会計実務慣行に範を

とって発足し，その後二十年をへて，新たに参入

した大陸系商法による会計基準と併存しながら，

次第にわが悶独自の慣行をつくり上げていったと

考えられる.以後四十年がすぎた昭和 9年の商工

省財務諸表準則の制定をみるにいたって，商法の

規制と産業界の実務慣行との調整がようやく本格

化する段階にいたったといえるのかもしれな

い(47) 当時の「商工省臨時産業合理局J内に

「財務管理委員会」が設けられ，問委員会より未

定稿として公表された，昭和 5(1930)年12月

『標準貸借封照表J，昭和 6(1931)年 1月 f標準

財産目録jおよび昭和 6年8月 f標準損益言↑算書j

をへて，昭和 9(1934)年 8月に確定稿として

f財務諸表準則(一般には f商工省準則j といわ
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れる)Jが公表された.また，この『商工省準則j

に付随するものとして， r商工省臨時産業合理局

財務管理委員会Jより未定稿として公表された昭

和 6年6月 f岡定資産減債償却準則jおよび昭和

7 (1932)年 7月 f資産評価準則J(48)をへて，昭

和11(1936)年2月に確定稿として『財産評価準

則J(叫が公表された.

f商工省準則jの「序Jの最終段落に「我国の

現状を以てしては，将来は兎に角として，直に本

準則及雛形に準擦すべきことを法規により強制す

ることは，是非の論議を免れず.然れども，荷も

公正に事業し，其ノ堅貨なる畿展を計らんとする

者は，自ら進んで之に準撮することに何等避難す

べき理由を稜見せざるべきを倍ず.即ち汎く之を

江湖に推奨し之が普及を希望して日まざる次第な

り.Jと記述されてれいる.この文書について，

片野一郎教授は川商工省単則jが，法の規制と

会杜の会計実践との調整を目指したものであるJ
と考えられている (50)

昭和 7年に未定稿ではあったが『資産評価準則j

が公表された.この準則の「序雷Jにおいて，

「事業ノ財政的基礎ヲ墜賞盤固タラシムルニハ損

益計算ヲ慎重ニシ，荷モ架空ノ利議ハ之ヲ計上セ

ズ，経傍償傭ナキモノハ之ヲ資産ニ遣サ、つレヲ要

ス.是レ決算時ニ於ケル資産評慣が特ニ重要ナル

所以ニシテ，本準則ハ此ノ場合ニ於ケル評償ノ大

綱ヲ定メタルモノナリ.本準則ノ見地ハ商法第二

十六条第二項ノ目的トスルトコロト必ズシモ一致

セズト難モ大体ニ於テ其ノ趣旨ニ背馳セルモノニ

非ズ.

本準則ハ損益計算ノ正雄ヲ期センガ為メ特ニ資

産ノ取得原償ヲ尊重セリ.Jとし，さらに， r第一

線、説Jにおいて，

(イ)固定資産ハ取得原償ヨリ減債償却ヲ行ピタ

ル償額ヲ以テ評償ス.

(口)有償鐙券ハ市場償格ヲ以チ評償ス.

(ハ)作業資産及ピ販貰資産ハ時償或ハ原償執レ

カ其ノ低キヲ以テ評慣ス.

(ニ)営業僚機ハ帳簿償額ヨリ回収不能ノ見込題

ヲ控除シテ評償ス.

(ホ)其ノ他ノ資産ノ評償ハ第二以下所定ノ細則

ニ操ル.

とされた.

(イ)では，岡定資産は取得原価より減価償却を

行った価額により評価することが， (口)では，有

価証券は時価により評価することが， (ホ)では，

その他の資産(棚卸資産，貯蔵品等)は低価主義で

評価することが，規定されている.これらは，明

らかに当時の従うべき f明治44年商法jの評価規

定に対するアンチ・テーザとなっているといえる

ように思う.

その後，昭和11年に確定稿として f財産評償準

則jが公表された.この準則の「序Jにおいて，

「…商法第二十六条第二項は財産目録に記載すべ

き財巌の償額に付規定せりと難も一般的にして精

密を鍛く憾あり.本準則は法規の範聞内に於いて

経営の実情に鑑み各種財産の評価に付き其の大綱

を定めたるものなり(下線は松尾記入)…Jと述

べ， r第一総説・-において「財産の穂類に依

る評価の原則Jとして，

(イ)土地は其の原償を以て之を評償す.

(ロ)建物，機械，設備等は其の原償より減債償

却を行ひたる償額を以て之を評慣す.

(ハ)替業構其の他の無体回定資産は賓質空虚な

る資産を残さざるやう注意し，其の減償償

却を行ひたる償額を以て之を評償す.

(ニ)有償誼券は所有の目的に依り匝別し，ヲ|繍

き所有するものは時償を超えざる限り原債

を以て之を評償し，其の他ものは時債を限

度として適償に之を評慣す.

(ホ)原料，製品，商品等(作業資産又は販資資

産)は原債と時償とを比較し執れか其の低

きを以て之を評慣す.

(ヘ)債機は帳簿債額より回収不能の金額を控除

したる額を以てえを評慣す.

(ト)其の他の資産は其の性質及び賀状に照し之

を評償す.

(チ)債務は帳簿債額を以て之を評慣す.

が示された.

(イ)では，土地は取得原価主義で評価すること
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が， (ロ)， (ハ)では，土地以外の間定資産は，取

得原価より減価償却を行った価額で評価すること

が， (ニ)では，有価証券は時価以下で評価するこ

とが， (ホ)では，作業資産又は販売資産は低価主

義で評価することが，提案されていた

ここで特に注目しておきたい部分がある.それ

は，この準則の「序Jの文言によるならば，当時

の明治44年改正商法のもとでは，時価以下主義を

採らなければならないにもかかわらず， r法規の

範聞内Jにおいてとことわりつつ定めた評価基準

が，総説にポされているように取得原価主義を中

心にしたものを採っていたということである.

「法規の範囲内に於いて」が非常に重要なキ…ワ…

ドになっていると考えられる.替い換えるならば，

「法規の範関内」の解釈として，昭和11年当時，

既に『明治44年商法jの時価以下主義のもとで会

計実務において実践されてきた取得原価主義が，

認知されていたという考え方が成り立つのではな

いだろうか.

こうした昭和初期における「商工省臨時産業合

理局財務管理委員会」の一連の動きは，その後の

商法改正，海軍省，隣軍省および金聾院における

諸会計規定の制定に大きな影響をおよぼしたもの

と考えられよう.

2.昭和13(1938)年改正商法下の会計実務にお

ける財産評価

I昭和13年改正商法jにおける財産評価規定に

ついては， r明治44年改正商法jより引きつぎ，

第34条第 l項において「財産目録調整ノ時ニ於ケ

ル債格ヲ超ユルコトヲ得ズJと，時価以下主義に

依ることとされ，新たに第285条第 1項において，

営業用問定資産の評価については「管業用ノ間定

財産ニ付テハ其ノ取得償額又ハ製作償額ヲ趨ユル

償額ヲ得ズJと，評価益の計上を排除する見地か

ら取得原価主義に依ることとされた.これは，明

治初期より，銀行会計，鉄道会計の会計慣行にお

いて実践されていた財産評価進基準が，商法に追認

されたものと思われる.そのことは，昭和11年に

公表された商工省『財産評価準則jの「序Jにお

いて， r法規の範岡内に於いてJとことわりつつ

設けた財産評価に関する基準が，原則として取得

原価主義に拠るものであったことからも推測でき

ょう.

①陸軍省経理局『陸軍軍需品工場事業場財務諸表

準則j

昭和15(1940)年5月陸軍省経理局より公表さ

れた f陸軍軍需品工場事業場財務諸表準則J(別)に

は， r第一章貸借封照表準則第ニ節資産」の

「第一項間定資産」の「九土地」においては，

「土地ハ其ノ取得原償ヲ以チ評償スJと，原則と

して取得原価主義による評価が規定された.併せ

て，時価が原価より著しく下落したときには時価

によることも規定されている.また，土地以外の

回定資産については，昭和13年改正された商法の

第34条第 2項の規定と同様に， r-o建物，建物

附鵜設備及構築物J， r一一機械及装憤Jおよび

「一四権利タル無形固定資産Jにおいては， r其
ノ取得原償ヨリ滅償償却ヲ行ヒタル償額ヲ以テ評

慣ス」と，取得原価から相当の減損を披除すると

規定されていた.また. r第ニ項流動資産Jの

「ニ0 棚卸資産jにおいては， r其ノ原償ザ以テ

評慣スルヲ原則トスJと，原則として取得原価主

義による評価が規定された.併せて，時価が原価

より著しく下落したときには時価によることも規

定されている.

②梅箪省経理局 f海軍軍需品工場事業場財務諸表

作成要領j

昭和15年11月海軍省経理周より公表された『海

軍軍需品工場事業場財務諸表作成要領J(52)には，

f第一章貸借樹照表作成要領第二節資産」の

「第一環間定資産」の「九土地第一項Jにおい

ては.r土地ハ其ノ取得原慣ヲ以テ評償ス」と取

得原価主義による評価が規定された.さらに「第

二項Jにおいては，時価が原価より著しく下落し

たときには時価によることも規定している.土地

以外の間定資産については 昭和13年改正商法の

第34条第 2項の規定と同様に.r-o建物，建物

附属設備及構築物J.r一一機械及装置Jおよび

「一四権利タル無形岡定資産Jにおいては. r其
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ノ取得原慣ヨリ減債償却ヲ行ヒタル償額ヲ以テ評

償スJと，取得原価から相当の減損を控除するこ

とが規定している.また， r第二項流動資産Jの

「二O棚卸資産Jにおいては， r其ノ原債ヲ以テ

評償スルヲ原則トスJと，原則として取得原価で

評価することが規定されている.

③海軍省経理局 f海軍軍需品工場事業場財産評価

準則案j

昭和18(1943)年4月海車省経理局より公表さ

れた I海軍軍需品工場事業場財産評価準則案J(ω) 

においても， r第二章閏定資産」の「第二節土

地Jの「第一四第一項」においては， r土地ハ原

慣ヲ以テ之ヲ許債スルモノトスJと，原則として

取得原価主義によることが規定された.併せて，

時価が原価より著しく下務したときには時価によ

ることも規定されている.また， r第二項Jにお

いては， r投資用ノ土地ハ前項ノ規定ニ拘ラズ時

償ヲ趨エザル償額ヲ以テ之ヲ評償スルコトヲ得」

と，投資目的の土地は，時価以下主義による評価

を規定している.土地以外の岡定資産については，

昭和13年改正商法の第34条第2項の規定と問様に，

「第三節建物，構築物及船舶Jの「第一九J，r第
閥節機械装置及車輔運搬具Jの「第二五」およ

び「第六節無形資産」の「第五日」においては，

「第一項Jに，取得原価から相当の減損を控除す

ることと， r第二項」に，時価が原価より著しく

下落したときには時価によること，が規定されて

いる.また， r第三章流動資産Jの「第一節棚

卸資産Jの「第三八第一項Jにおいては， r原償

ヲ以テ之ヲ評償スルモノトス」と取得原価で評価

することが，さらに， r第二項Jにおいては，時

価が原価より著しく下落したときには時価まで評

価を引き下げることが出来ると規定している.

@金聾院財務諸準則統一協議曾 f製造工業財産自

録準則草案jおよび f製造工業貸借鮒照表準則

草業j

昭和16(1941)年11月企輩院側財務諸準則統一

協議曾より公表された『製造工業財産目録準則草

案J(関)および『製造工業貸借針照表準則草

案J(56)にも，それぞれに財産評価関する規定がお

かれている.併せて f製造工業損援計算書準則草

案J(57)も公表され，これら金聾院財務諸準則統一協

議曾から公表された 3つの草案を総称して f企壷

院製造工業財務諸表準則草案jと呼んだ.

企盤院『製造工業財産目録準則草案jにおいて

は， r第一輩線、則第五Jで「財産目録ニ記載ス

ベキ財産ノ償額ハ財産評価準則ノ定メル所ニ依リ

評償セル償額トス」と提案されている.ここで言

われる「財産評価準則Jとは，昭和11年，商工省

から出されたものを指していると見られる.商工

省 f財産評価準則jでは，土地はその原価をもっ

て，遺物，機械，設備はその原価より減価償却を

行った後の価額をもって，有価証券は長期所有の

ものは時価を鵡えざる限り原価を，その他のもの

は時価を限度とした価額をもって，および，原料，

製品，商品(作業資産又は販売資産)は低価主義

をもって，評価することが提案されていた.

さらに，金壷院『製造工業貸借封照表準則草案j

では， r第一章線、則第五Jにおいて「資産又ハ

負債ノ償額ハ財鹿目録ニ記載スベキ償額ト同一タ

ルコトヲ要ス」と提案されている.これによると，

貸借対照表における資産又は負債の価額は財産目

録と同ーということであるが，同時期に公表され

一連の準則の仲間である「製造工業財産目録準則

草案Jにおいては，前述したように商工省「財産

評価準則Jによることが要請されていた.すなわ

ち，財産目録へは原則として取得原価主義により

評価した金額で記載することとされ，この財産目

録と同…の金額で記載する貸借対照表も当然取得

原価主義による評価した金額が記載されることと

なる.また， r第二章資産第六」において「固

定資産ハ其ノ取得償額又ハ製作償額ヨリ費用タル

減償償却累計額及評償損累計額ヲ控除シタル償額

ヲ記載スjと提案されており，この要請も「財産

評価準則Jと同様のものである.

このような考え方が，わが岡の統制経済の中心

的役割を果たすため，政府の重要な直属機関とし

て設けられた企聾院により， r草案Jとしてでは

あったが表明されたことは非常に興味深いことで

あろう.これは，商法が，時価以下基準による評



松尾俊彦 47 

価を定めていたにもかかわらず，それとは理念的

に異なる取得原価基準による評価の提案であった.

すなわち，取得原価主義は，会計慣行としてだけ

ではなく，政府機関による，したがって規範カの

強い評価基準においても，認知されようとしてい

たものと考えられる.こうした状況を千葉準一教

授はI r繭法と市民社会の会計実務との，評価基

準の調和が本格的に進行した結果として糟解され

るべきであるjと瀧べられ(58) また，制度的ルー

ルにおいて取得原価主義への方向は，昭和16年5

月10日付けで大蔵省理財局において作成された

f財産評価準則案J(59)は，確定稿には歪らなかっ

たが，有価証券の評価に関する若干の規定を除き，

昭和11年商工省『財産評価準jを碁本的に継承し

ていたと思われる (60)

他方，一般会社においては，昭和22(1947)年

7月に改正された「丸善株式曾杜定款Jにも，会

計・計算に関する規定として I r第五常計算Jに

次のような規定が設けられていた(61)

第三十六傑

賞曾社ハ毎年ニ月ヨリ七月迄ヲ前期トシ八月

ヨリ一月迄ヲ後期トシ毎期ノ終リニ於テ諸勘

定ヲ決算スルモノトス

ここでも，大正 7年改正された定款と同様に，

「諸勘定ヲ決算ス)vJという規定が設けられてい

た.これは前述したように 誘導法によることを

指すものと考えられる.また，その際の財産評価

基準は，帳簿上の取得原価によったと考えられる

のではないだろうか.

{補]

前述したように，期末商品評価手続きについて

は，昭和14年当時の税務会計の文献に，次のよ

うな記述が確認できる.

「時償又は原償の内何れか其低償なる一方と

法人の評償額とを掛照し，其の減差額が，土地

に付いては其の資産の時償額の五分，其の他の

岡定資産及流動資産に付ては一割の遮減歩合を

超えざる限度に於で法人の許償を是認し，之を

超過するものに付ては其の超過したる部分の評

償減のみを否認する.此の場合に在ては法人の

過小許債を時償額のの九割五分(土地)乃至九

割(其の他)程度に喰い止め，五分乃至一割の

過小評償は之を看過ごすのである.即ち時価を

超えがる原価主義に立脚し，東にそれより五分

乃歪一割の弾力性を認め法人の渦小評債を宥怒

するの趣旨である.J (62). 

ここからも，低価主義，すなわち時価を超え

ない原価主義による会計慣行の存在が雑認でき，

さらには，税法上もこうした会計処理を是認し

ており，商法に規定された時価以下主義による

財産評価の存在は影が薄かったものと思われ

る(63)

V.結ぴ

以上，本稿においては，明治時代の初めからの

わが国の企業会計において実践されていた合計実

務における取得原価主義との織りなす姿について

ク口ノ口ジカルに概観してきた.その結果，商法

における余計制度は，貸借対照表の作成について

棚卸法または財産目録法を予定してきたのに対し，

会計実務のうえでは，早い段階から誘導法が採ら

れていたようであり，財産評価における取得原価

主義は.r昭和13年改正商法jの営業用問定財産

に対する評価規定に，また，昭和37年商法改正に

より財産全般に対する評価規定において，突如と

して現れたものではなく， r明治23年商法j制定

前から困立銀行をはじめとする余計実務において，

実践されていたことが確認できたと替えよう.

取得原価主義は，商法制定前において，間立銀

行をはじめとする特別法に基づく会計実務におい

て実践されおり，その後も，商法の時価主義・時

価以下主義に対し いわば伏流水的に根強く連綿

と存在していたということができるように思う.

明治時代以降，商法上は債権者保護の理念から

時価主義を，銀行会計，鉄道会計などにおいては

取得原価主義をという，一見相容れない財産評価

基準を採ることとなった.このことは，企業の解

体(破産，倒産)の可能性に配慮した商法が，まず
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時価主義を，ついで時価以下主義を要求したのに

対し，誘導法を前提とする会計実務は，継続企業

概念を前提として取得原価主義に立つことになる

ためと，説明することもできるのではないだろう

か.

解散の可能性を意識しない，いい換えれば，継

続を前提にした企業観においては，転換の可能性

がない営業用の固定資産については，明治35年大

審院判決にあるように，交換価格(売却価値)を

知ることは意味がない.物価下落時に交換価格で

評価するならば固定資産取得初年度より巨額の評

価損を計上する恐れが生ずるし，逆に，物価上昇

時には米実現利益を配当可能利益に含むこととなっ

て，会社の財産的基盤を危うくする恐れもある.

会計実務においては，慣行として，古くから営業

用の回定資産については取得原価主義を採ってき

たと考えられるが，商法は，後に，こうした会計

慣行を受け容れ，営業用の岡定資産については，

取得原価主義を，いわば追認することとしたもの

と考えられよう.

一方，流動資産については，商法のもつ債権者

保護という基本理念からすると，取得原価が時価

より低い(物価上昇)時には，原価主義によっても

債権者にとって不利になることはないはずである.

f明治32年商法jの定める評価規に関し，松本系

治教授が指摘されているような「日録調製ノ時ニ

於ケル償格」が評価額の上限を示すものとする解

釈をとるならば，時価以下主義による評価基準は

債権者保護の観点からも その合理性を否定でき

ない.

サヴァリーの「完全なる商人jには，当時のフ

ランスでは，取得原価主義を原則とする低価主義

が会計慣行として実践されていたことが紹介され

ている (64) わが閣においても，明治 7年にシャ

ンドの提出した銀行検査の報告書が，低価主義の

必要性を示唆していた.また，明治13年に三菱為

換腐をはじめとする会計実務においても，原則と

して取得原価主義により併せて低価主義を採って

いたことが確認できる.

ところで，時価が取得原価より低くなった(物

価下落)時に，低価主義を適用するならば，その

評価額は，結果として時価以下主義の枠内に納ま

ることになるはずである.

すなわち，会計慣行による取得原価主義を原則

とする低価主義を評価基準として採用すれば，時

価が取得原価より高い時にあっても，また，低い

時にあっても，商法の規定する時価以下主義の要

求は充たされることになると考えられる.時価主

義ないし時価以下主義と取得原価主義は，とかく

対立的なル}ルとして捉えられてきたが，少なく

とも流動資産の評価においては，時価以下主義は，

取得原価主義を原則とする低価主義を採った場合

に得られる結果を含むことになるということがで

きるのではないだろうか.

このように考えてくると，時価以下主義が債権

者保護に資する財産評価基準であるとするならば，

取得原価主義を原則とする低価主義もまた債権者

保護に応えうる評価基準であるということがて?き

るのではないだろうか.そうであるとすれば，昭

和11年の「財産評価準則」が， r法規の範聞内に

おいて」として，商法の時価以下主義のもとで，

取得原価主義を原則とする評価ル…ルをかかげた

ことについては，こうした認識によるものかと推

測することができょう.

過去においては，商法規定の存在によって，会

計慣行として実蛾されてきた取得原価主義の影は

簿くなり，強行法規である商法が規定する時価主

義または時価以下主義による評価碁準が，とかく

全面に出ていて，戦後「企業会計原則」の制定に

よって，取得原価主義への道が開かれたものと受

けとめられがちであったようにみえる. しかし，

会計実務においては，商法の規定する評価碁準に

関係なく，明治初めから一貫して取得原価主義を

採ってきており，こうした余計実務の考え方が影

響して，商法改正のつど除々にではあるが，商法

の定める評価基準を浸食していったと表現するこ

ともできるのではないだろうか.また，商法自体

の側からみても取得原価主義をもって，慣習法で

あり.r公正ナル会計慣行Jであると認識する必

要性が，存在し続けていたのではないだろうか.
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すなわち，取得原価による財産評価基準によって

いた英米系の会計慣行の中に，観念的に債権者保

護を振りかざす大陸系商法の時価による財産評価

基準が飛び込んできたが，次第に会計慣行におけ

る取得原価主義に押されて，商法上の評価基準が

除々に取得原価主義化されてきたと言ってもよい

のでないだろうか.わが悶においては，英米式の

近代的会計制度が導入された明治初期から，財巌

評価基準としての取得原価主義は，会計実務にお

いては，動かすことのできない慣行として定着し

ており，これと次元を異にする，商法の許価基準

である時価主義または時価以下主義にとっても，

無視できないものとして存在し続けていたとみる

ことがマきょう.
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